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計 画 書 
 
藤沢都市計画地区計画の決定（藤沢市決定） 
都市計画 湘南ライフタウン センター地区地区計画を次のように決定する。 

名  称 湘南ライフタウン センター地区地区計画 

位  置 藤沢市 大庭字二番構地内 

面  積 約４．４ha 

地区計画の目標 

本地区は、湘南ライフタウンの中心に位置し、周辺はニュータウン開発により

計画的な市街地環境の整備が行われた地区である。 
周囲には中央けやき通りに沿って、市民センター、図書館、保健医療センター

等の公共公益施設が集積しており、地区の存する湘南大庭地区のコミュニティ拠

点として位置付けられている。また、公園や史跡等による良好な自然環境と住宅

地としての生活環境の調和が図られつつある。 
そこで、本地区計画は、湘南大庭地区の高齢化に対応し、みどり豊かな地域の

自然環境を生かし、地域の人たちがいきいきとまた安心して暮らせる良好な住宅

市街地の形成を図ることを目標とする。 

土地利用の方針 
本地区は、高齢社会に対応した福祉機能、良質な居住機能の整備を主体とする。

また、地域の人々が交流するコミュニティに貢献する機能の誘導を図ることとし

ており、周辺の公共公益施設と一体となった土地利用を行うものとする。 

地区施設の整備の方

針 
本地区を東西に貫通する歩行者用通路を整備し、地域の歩行者交通の機能強

化を図る。 

建築物等の整備方針

周辺との土地利用及び景観の調和を図るため、建築物の整備方針を次のとおり

定める。 
１ 周辺環境に配慮した良好なまちなみを創出するために、居住機能に供する中

高層の建築物は適度に分節した配置とする。 
２ 地区内に地域交流を促進する施設を配置する。 
３ 建築物等の用途の制限、建築物の壁面の位置の制限、建築物の高さの最高限

度等の必要な基準を設ける。 
４ 屋根、外壁等の色彩は、良好な住宅市街地にふさわしいものとする。 

 
区
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緑化の方針 
地区の中央部及び外周部において緑化を行い、周辺の自然環境と調和した潤い

ある住宅市街地の形成を実現する。 
地区内に地域交流を促進する自然と触れ合う場を形成する。 
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地区施設の 
 配置及び規模 

その他の 
公共空地 歩行者用通路 幅員３ｍ、 延長約２００ｍ 

地区の名称 Ａ地区 Ｂ地区 Ｃ地区 Ｄ地区 地区の

区分 
地区の面積 約0.8ha 約1.8ha 約0.2ha 約1.6ha 

建築物等の用途の制限 

次に掲げる建築物は，

建築してはならない。

次に掲げる建築物は，

建築してはならない。 
次に掲げる建築物は，建築してはな

らない。 
(1) 一戸建ての住宅

（住宅で診療所

の用途を兼ねる

ものを除く。） 
(2) 共同住宅、下宿 
(3) 学校、図書館その

他これらに類す

るもの 
(4) 神社、寺院、教会

その他これらに

類するもの 
(5) 公衆浴場 
(6) 病院 

(1) 一戸建ての住宅

（住宅で事務所、

店舗その他これ

らに類する用途

を兼ねるものを

除く。） 
(2) 共同住宅、寄宿舎

又は下宿 
(3) 学校、図書館その

他これらに類す

るもの 
(4) 神社、寺院、教会

その他これらに

類するもの 
(5) 公衆浴場 
(6) 病院 

(1) 一戸建ての住宅（住宅で事務

所、店舗その他これらに類する

用途を兼ねるものを除く。） 
(2) 寄宿舎又は下宿 
(3) 学校、図書館その他これらに類

するもの 
(4) 神社、寺院、教会その他これら

に類するもの 
(5) 公衆浴場 
(6) 病院 
(7) 老人福祉センター、児童厚生施

設その他これらに類するもの 
(8) 自動車車庫（附属車庫を除く。）

(7) 自動車車庫（附属

車庫を除く。） 

(7) 自動車車庫（附属

車庫を除く。） 

建築物の壁面の位置の

制限 

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、計画図に示す壁面線を超えてはならな

い。ただし、自転車車庫、歩廊、渡り廊下その他これらに類するものについては、

この限りではない。 
建築物は、地盤面（建築基準法施行令第２条第２項に規定する

ものとし、かつ、T.P.+26.0ｍ以下とする。）から次に掲げる高さ

以下とする。 

建築物は、地

盤面（建築基準

法施行令第２条

第２項に規定す

るものとし、か

つ、T.P.+29.0ｍ
以下とする。）か

ら次に掲げる高

さ以下とする。

建築物の高さの最高限

度 

35m 15ｍ 35ｍ 

建築物等の形態又は意

匠の制限 
建築物の屋根及び外壁の色彩、設備等は，原色や彩度の高い色彩を避け、周囲と

の調和のとれた、落ち着いたものとする。 

かき又はさくの構造の

制限 

かき又はさくの構造は、生け垣又は透視可能な高さ2.0メートル以下のフェンス

とする。ただし、フェンス等の基礎で高さが0.6メートル以下のもの又は門柱その

他これに類するもので長さ1.5メートル以内のものはこの限りではない。 

地区計画区域内の敷地面積の合計に対して20％以上の緑化を行い、良好な緑地環

境の形成を図るため、各地区における敷地面積の緑化率を次のとおり定める。 

地区 緑化率 

C地区 15.00％

 

それ以外の地区 20.25％
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 理  由  書 

 
 
 

    本地区は、昭和４８年から平成４年に「西部土地区画整理事業」により計画的な市街地環境の整

備が進められた湘南ライフタウンの中心に位置しています。周囲に中央けやき通りに沿って市民セ

ンター、図書館、保健医療センター等の公共公益施設が集積しており、コミュニティ拠点として位

置づけられているとともに、公園や史跡等による良好な自然環境と生活環境の調和が図られていま

す。 
本地区は、本市開発経営公社所有の土地を処分し、民間事業者による開発を行うものですが、事

業者の公募にあたり土地利用の方針等について条件を付し、計画の内容に沿った地区計画を定める

ものとしていました。 
その後、開発業者より湘南ライフタウンの将来の高齢社会に対応するとともに、この緑豊かな地

域の自然環境を生かし、良好な住宅市街地の形成及び地域コミュニティの創出を図ることを目的に、

都市計画法第１６条第３項に基づく「藤沢市地区計画等の案の作成手続に関する条例」第５条の規

定による関係権利者からの地区計画案の原案についての申出を受けたものです。 
    当該地区の用途の混在を防ぎ、住環境の保全を図るため、建築物等の用途の制限、建築物の壁面

の位置の制限、建築物の高さの最高限度、緑化率、かき又はさくの構造の制限等を内容とする地区

計画を都市計画決定するものです。 
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都市計画を定める土地の区域 
 
 
 
追加する部分   藤沢市大庭字二番構地内 
 
削除する部分   な し 
 
変更する部分   な し 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 

経  緯  書 
 
 
 
湘南ライフタウン センター地区地区計画 
 
今回の都市計画決定の経緯 
   

 平成20年 12月11日 「藤沢市地区計画等の案の作成手続に関する条例」に基づく申出 
 
 平成21年  5月13日 「藤沢市地区計画等の案の作成手続に関する条例」に基づく縦覧 
     ～ 5月27日  
  
 平成21年  5月13日 「藤沢市地区計画等の案の作成手続に関する条例」に基づく意見 
     ～ 6月 3日  書の受付   
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議第２号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

藤沢都市計画生産緑地地区の変更（藤沢市決定） 
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藤沢都市計画生産緑地地区の変更（藤沢市決定） 

 
 
都市計画生産緑地地区を次のように変更する。 

面   積 備       考 

約１０５．２ｈａ 

下土棚字大持地内及び土棚字土棚地内において、箇所番号９０の区域

を変更 
土棚字土棚地内において、箇所番号９１の区域を変更、箇所番号６２

７を追加 
今田字古道地内において、箇所番号１９４の区域を拡大 
亀井野字不動上地内において、箇所番号１９８を廃止 
亀井野字土橋地内において、箇所番号２０１を廃止 
堂元町六丁目地内において、箇所番号４４４の区域を縮小 

川名字森久地内及び川名二丁目地内において、箇所番号４８０の区域

を拡大 
本鵠沼五丁目地内において、箇所番号６１８及び箇所番号６３０を追

加 
高倉字諏訪下地内において、箇所番号６１９を追加 
亀井野字狼谷地内において、箇所番号６２０を追加 
天神町二丁目地内において、箇所番号６２１を追加 
川名字森久地内において、箇所番号６２２を追加 
下土棚字谷戸地内において、箇所番号６２３を追加 
下土棚字渋谷ノ里地内において、箇所番号６２４及び６２５を追加 
長後字宿中分地内において、箇所番号６２６を追加 
今田字殿窪地内において、箇所番号６２８を追加 
羽鳥四丁目地内において、箇所番号６２９を追加 
藤が岡三丁目地内において、箇所番号６３１を追加 
湘南台一丁目地内において、箇所番号６３２を追加 

 
「位置及び区域は計画図表示のとおり」 
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理 由 書 

 
 
 
１ 箇所番号９０ 
   本生産緑地地区は、現在施行中の北部第二（三地区）土地区画整理事業の区域内に存し、当該

事業にかかる仮換地処分が行われ、その使用収益が開始されたことから、当該仮換地の区域及び

面積に合わせた区域の変更を行うものです。 

 
２ 箇所番号９１ 
   本生産緑地地区は、現在施行中の北部第二（三地区）土地区画整理事業の区域内に存し、当該

事業にかかる仮換地処分が行われ、その使用収益が開始されたことから、当該仮換地の区域及び

面積に合わせた区域の変更を行うものです。 

 
３ 箇所番号１９４ 
   本生産緑地地区は、土地所有者から隣接する農地についての生産緑地地区の指定申出がなされ、

当該農地が既決定の生産緑地地区と一体となることにより、既決定の生産緑地地区の整形化が図

られることにより、もって良好な都市環境の形成に資することから、区域の拡大の都市計画変更

を行うものです。 

 
４ 箇所番号１９８ 
   本生産緑地地区は、農業の主たる従事者が死亡し、営農が困難となったため、買取り申出がな

されましたが、公共用地への転換も適わず、廃止の都市計画変更を行うものです。 

 
５ 箇所番号２０１ 
   本生産緑地地区は、農業の主たる従事者が死亡し、営農が困難となったため、買取り申出がな

されましたが、公共用地への転換も適わず、廃止の都市計画変更を行うものです。 

 
６ 箇所番号４４４ 
   本生産緑地地区は、農業の主たる従事者が死亡し、所有する生産緑地地区のうち、一部での営

農が困難となったため、営農が困難となった部分について買取り申出がなされましたが、公共用

地への転換も適わず、区域の縮小の都市計画変更を行うものです。 

 
７ 箇所番号４８０ 
   本生産緑地地区は、土地所有者から隣接する農地について生産緑地地区の指定申出がなされ、

当該農地が既決定の生産緑地地区と一体となることにより、既決定の生産緑地地区の整形化が図

られることにより、もって良好な都市環境の形成に資することから、区域の拡大の都市計画変更

を行うものです。 
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８ 箇所番号６１８ 
   本農地は、土地所有者から生産緑地地区の指定申出がなされ、当該農地が防災上の観点からの

災害に強い都市づくりの推進及び良好な都市環境の形成に資することから、生産緑地地区として

新たに追加するものです。 

 
９ 箇所番号６１９ 
   本農地は、土地所有者から生産緑地地区の指定申出がなされ、その立地や規模等から、街区公

園に準じる緑地機能の補完及び良好な都市環境の形成に資することから、生産緑地地区として新

たに追加するものです。 

 
１０ 箇所番号６２０ 
   本農地は、土地所有者から生産緑地地区の指定申出がなされ、当該農地が防災上の観点からの

災害に強い都市づくりの推進及び良好な都市環境の形成に資することから、生産緑地地区として

新たに追加するものです。 

 
１１ 箇所番号６２１ 
   本農地は、土地所有者から生産緑地地区の指定申出がなされ、当該農地が防災上の観点からの

災害に強い都市づくりの推進及び良好な都市環境の形成に資することから、生産緑地地区として

新たに追加するものです。 

 
１２ 箇所番号６２２ 
   本農地は、土地所有者から生産緑地地区の指定申出がなされ、当該農地が防災上の観点からの

災害に強い都市づくりの推進及び良好な都市環境の形成に資することから、生産緑地地区として

新たに追加するものです。 

 
１３ 箇所番号６２３ 
   本農地は、土地所有者から生産緑地地区の指定申出がなされ、その立地や規模等から、街区公

園に準じる緑地機能の補完及び良好な都市環境の形成に資することから、生産緑地地区として新

たに追加するものです。 

 
１４ 箇所番号６２４ 
   本農地は、土地所有者から生産緑地地区の指定申出がなされ、その立地や規模等から、街区公

園に準じる緑地機能の補完及び良好な都市環境の形成に資することから、生産緑地地区として新

たに追加するものです。 

 
１５ 箇所番号６２５ 
   本農地は、土地所有者から生産緑地地区の指定申出がなされ、その立地や規模等から、街区公

園に準じる緑地機能の補完及び良好な都市環境の形成に資することから、生産緑地地区として新
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たに追加するものです。 

 
１６ 箇所番号６２６ 
   本農地は、土地所有者から生産緑地地区の指定申出がなされ、当該農地が防災上の観点からの

災害に強い都市づくりの推進及び良好な都市環境の形成に資することから、生産緑地地区として

新たに追加するものです。 

 
１７ 箇所番号６２７ 
   本農地は、土地所有者から生産緑地地区の指定申出がなされ、当該農地が防災上の観点からの

災害に強い都市づくりの推進及び良好な都市環境の形成に資することから、生産緑地地区として

新たに追加するものです。 

 
１８ 箇所番号６２８ 
   本農地は、土地所有者から生産緑地地区の指定申出がなされ、当該農地が防災上の観点からの

災害に強い都市づくりの推進及び良好な都市環境の形成に資することから、生産緑地地区として

新たに追加するものです。 

 
１９ 箇所番号６２９ 
   本農地は、土地所有者から生産緑地地区の指定申出がなされ、当該農地が防災上の観点からの

災害に強い都市づくりの推進及び良好な都市環境の形成に資することから、生産緑地地区として

新たに追加するものです。 

 
２０ 箇所番号６３０ 
   本農地は、土地所有者から生産緑地地区の指定申出がなされ、当該農地が防災上の観点からの

災害に強い都市づくりの推進及び良好な都市環境の形成に資することから、生産緑地地区として

新たに追加するものです。 

 
２１ 箇所番号６３１ 
   本農地は、土地所有者から生産緑地地区の指定申出がなされ、当該農地が防災上の観点からの

災害に強い都市づくりの推進及び良好な都市環境の形成に資することから、生産緑地地区として

新たに追加するものです。 

 
２２ 箇所番号６３２ 
   本農地は、土地所有者から生産緑地地区の指定申出がなされ、当該農地が防災上の観点からの

災害に強い都市づくりの推進及び良好な都市環境の形成に資することから、生産緑地地区として

新たに追加するものです。 
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新 旧 対 照 表 

 
 
 

新旧の別 面   積 箇 所 数 

新 約１０５．２ｈａ ５６５ 

旧 約１０３．６ｈａ ５５２ 

増減   約１．６ｈａ  １３ 
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都市計画策定の経緯 

 
１ 都市計画決定・変更年月日 

 
  １９９２年（平成 ４年）１１月１３日告示（市告第１９３号） 
              指定面積９９．１ｈａ 指定箇所数５４３箇所 
  １９９３年（平成 ５年）１２月２４日告示（市告第１８５号） 
              指定面積１０２．５ｈａ 指定箇所数５６５箇所 
  １９９４年（平成 ６年）１２月２２日告示（市告第１９２号） 
              指定面積１０５．７ｈａ 指定箇所数５８１箇所 
  １９９５年（平成 ７年）１２月２６日告示（市告第２１６号） 
              指定面積１０８．４ｈａ 指定箇所数５９３箇所 
  １９９６年（平成 ８年）１２月２５日告示（市告第２４１号） 
              指定面積１０９．１ｈａ 指定箇所数５９８箇所 
  １９９７年（平成 ９年）１２月２６日告示（市告第２２８号） 
              指定面積１０８．１ｈａ 指定箇所数５８９箇所 
  １９９８年（平成１０年）１２月２８日告示（市告第２６２号） 
              指定面積１０７．４ｈａ 指定箇所数５８６箇所 
  １９９９年（平成１１年）１２月２８日告示（市告第２５０号） 
              指定面積１０６．８ｈａ 指定箇所数５８０箇所 
  ２０００年（平成１２年）１２月２６日告示（市告第２６５号） 
              指定面積１０５．７ｈａ 指定箇所数５７４箇所 
  ２００１年（平成１３年）１１月２９日告示（市告第２２１号） 
              指定面積１０３．８ｈａ 指定箇所数５６３箇所 
  ２００２年（平成１４年）１２月１８日告示（市告第２４９号） 
              指定面積１０２．４ｈａ 指定箇所数５５４箇所 
  ２００３年（平成１５年）１２月１５日告示（市告第２５１号） 
              指定面積１０１．９ｈａ 指定箇所数５５０箇所 

２００４年（平成１６年） ９月 ９日告示（市告第１６７号） 
              指定面積１０５．３ｈａ 指定箇所数５６４箇所 

２００４年（平成１６年）１２月２７日告示（市告第２７９号） 
              指定面積１０４．９ｈａ 指定箇所数５６１箇所 

２００５年（平成１７年）１２月２０日告示（市告第２７８号） 
              指定面積１０４．５ｈａ 指定箇所数５６０箇所 
  ２００７年（平成１９年）１２月２７日告示（市告第２９３号） 

指定面積１０３．７ｈａ 指定箇所数５５３箇所 
  ２００８年（平成２０年）１２月２５日告示（市告第２９７号） 

指定面積１０３．６ｈａ 指定箇所数５５２箇所 
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都市計画を定める土地の区域 

 
 
 
（１） 追加する部分   なし 

 
 
（２） 削除する部分   なし 

 
 
（３）変更する部分   下土棚字大持、土棚字土棚、今田字古道、 

亀井野字不動上、亀井野字土橋、 堂元町六丁目、 
川名字森久、川名二丁目、本鵠沼五丁目、 
高倉字諏訪下、亀井野字狼谷、天神町二丁目、 
下土棚字谷戸、下土棚字渋谷ノ里、長後字宿中分、 
今田字殿窪、羽鳥四丁目、藤が岡三丁目 
及び湘南台一丁目 
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（ ㎡ ） （ ㎡ ）

㎡ ㎡

（ ㎡ ） （ ㎡ ）
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（ ㎡ ） （ ㎡ ） ㎡

㎡

㎡
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（ ㎡ ） （ ㎡ ） ㎡

㎡ ㎡ ㎡

（ ㎡ ） （ ㎡ ） ㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡ ㎡

（ ㎡ ） （ ㎡ ）

㎡ ㎡ ㎡

（ ㎡ ） （ ㎡ ） ㎡

㎡ ㎡ ㎡

（ ㎡ ） （ ㎡ ） ㎡

㎡ ㎡ ㎡

（ ㎡ ） （ ㎡ ） ㎡ M畑 577 M 藤沢市天神町二丁目9-5

追加指定申出
追　加

所有権 なし 追加指定申出

M M 所有権 なし 藤沢市天神町二丁目9-2 畑 569

1,239

- -

621
1,150 1,146

- -

追　加

追加指定申出 追　加618

追加指定申出 藤沢市高倉字諏訪下1544 田 565

 藤沢市高倉字諏訪下1543

㎡2,021

1,989 ㎡

追加指定申出

 藤沢市本鵠沼五丁目1102-1 畑 718 ㎡ J J

L L 所有権 抵当権　財務省 藤沢市亀井野字狼谷868-1 山林 1,183

所有権 なし 藤沢市亀井野字狼谷865-15 山林 838

K K 所有権 なし

追加指定申出田 674 K

区域の変

区域の変

2,040 2,037 （藤沢市土棚字土棚801-1,813）
畑

なし

追　加
2,021

-

追加指定申出L L

㎡

2,037 ㎡

A A

所有権

K

（藤沢市下土棚字大持2082-1,土棚字土棚784）
畑 2,403

 藤沢市北部第二（三地区）区画 A4-2

90

1,990 1,989

2,400 2,403

なし91

620
2,020

 藤沢市辻堂元町六丁目4431-4 畑 348

なし

所有権 なし

-

184

3,190 3,185

 藤沢市川名字森久252-4 雑種地 9.47

雑種地

537

所有権

720 718

3,690 3,694

B B 所有権

2,020 2,021  藤沢市北部第二（三地区）区画 A6-1

H H,I 所有権 抵当権　財務省 藤沢市川名字森久256-6 雑種地

なし

なし

なし

C

C

C

F

所有権

拡　大

追加指定申出

C

C

C

所有権

所有権

所有権

行為制限解除
なし

縮　小
G 行為制限解除なし所有権

なし所有権

畑

1,510

1,666

F
444

3,500

-

619
1,240

-

1,004

指定申出者名
登記簿上の
所有者名

指定申出面積

3,185

箇所
番号

仮換地
面積

登記簿面積
登記簿
地目

都市計画
決定面積

農地等の所在地

201
3,180

0

㎡

 藤沢市亀井野字土橋381-1

 藤沢市亀井野字不動上493

 藤沢市亀井野字土橋380-1

198
0

1,000

地区内農地等に対
する指定申出者以
外の者の権利の
種類及び氏名

指定申出者の
地区内農地
に対する
権利の種類

E

なし所有権

備 考

廃　止

D
畑

畑 ED1,004 行為制限解除

廃　止
行為制限解除

G畑 藤沢市辻堂元町六丁目4431-2

生 産 緑 地 地 区 内 農 地 等 一 覧 表

畑

畑

山林

1,725

1,077

311

581畑

3,380 3,383

480

2,870 2,867.47

0

3,533

3,176

0

H I 所有権 抵当権　財務省

拡　大

 藤沢市川名二丁目280-16 雑種地 372 H H 所有権 なし 追加指定申出

2,500 2,495.47  藤沢市川名字森久255-4

 藤沢市川名字森久256-3

 藤沢市川名二丁目280-9

 藤沢市川名二丁目280-7

 藤沢市川名二丁目280-10

15

714

424

612

雑種地

雑種地

雑種地

雑種地

H

H

H

H

H

H,I

H,I

所有権

所有権

所有権

所有権

所有権

I

I

I

抵当権　財務省

抵当権　財務省

抵当権　財務省

なし

抵当権　財務省

194

 藤沢市今田字古道734-1

 藤沢市今田字古道735-1

 藤沢市今田字古道736-1

 藤沢市今田字古道737-6

なし所有権CC



指定申出者名
登記簿上の
所有者名

指定申出面積
箇所
番号

仮換地
面積

登記簿面積
登記簿
地目

都市計画
決定面積

農地等の所在地

地区内農地等に対
する指定申出者以
外の者の権利の
種類及び氏名

指定申出者の
地区内農地
に対する
権利の種類

備 考

生 産 緑 地 地 区 内 農 地 等 一 覧 表

㎡ ㎡ ㎡

（ ㎡ ） （ ㎡ ） ㎡

㎡ ㎡ ㎡

（ ㎡ ） （ ㎡ ） ㎡

㎡

㎡

㎡

㎡ ㎡ ㎡

（ ㎡ ） （ ㎡ ） ㎡

㎡

㎡ ㎡ ㎡

（ ㎡ ） （ ㎡ ） ㎡

㎡

㎡

㎡ ㎡

（ ㎡ ） （ ㎡ ）

㎡ ㎡

（ ㎡ ） （ ㎡ ）

㎡ ㎡

（ ㎡ ） （ ㎡ ）
所有権畑 1,812 ㎡628

1,810
なし 追加指定申出 追　加P P

1,812
 藤沢市今田字殿窪792-6

- -

所有権 なし 追　加
（藤沢市土棚字土棚814（甲））

追加指定申出337 ㎡ B B991 ㎡

（藤沢市土棚字土棚800-1,815）

 藤沢市北部第二（三地区）区画 A2-12
畑

B 所有権 なし 追　加追加指定申出㎡ B916 ㎡

追　加
- -

 藤沢市北部第二（三地区）区画 A2-13-1
畑

940 943

- -
606

O 所有権 なし 追加指定申出㎡ O

追加指定申出

追　加

追　加

626
890 892

 藤沢市長後字宿中分831-ｲ 山林 892

N N 所有権 なし 藤沢市下土棚字渋谷ノ里1101-4 畑 14

なし 追加指定申出
625

623

 藤沢市下土棚字谷戸326-9 宅地 177.05 N N

所有権 なし 追加指定申出

 藤沢市下土棚字渋谷ノ里1101-3 畑 26 N N 所有権

追加指定申出

- -  藤沢市下土棚字渋谷ノ里1101-2 畑 272 N N

N N 所有権 なし

なし

なしN N 所有権

624

 藤沢市下土棚字渋谷ノ里1100-4 畑 250

- -  藤沢市下土棚字渋谷ノ里1100-2 畑 238

807 追加指定申出

N N 所有権 追加指定申出

なしN1,300 1,295  藤沢市下土棚字渋谷ノ里1100-1 畑

 藤沢市下土棚字谷戸263-6 畑 233

所有権 なし

1,004

追　加

追加指定申出

N N 所有権

N 所有権

233 N N

-  藤沢市下土棚字谷戸263-4 畑

 藤沢市下土棚字谷戸263-5 畑

N N 所有権

なし

追加指定申出

なし 追加指定申出

追加指定申出

なし 追加指定申出

追加指定申出

なし

なし

所有権 なし 追加指定申出

2,030 2,031.05  藤沢市下土棚字谷戸263-3 畑 N 所有権384 N

追　加
27 H H 所有権

H666 H

雑種地
622

690 693  藤沢市川名字森久181-5

- -  藤沢市川名字森久181-14

雑種地

1,016  藤沢市下土棚字渋谷ノ里1101-1 畑

追加指定申出

704

所有権

627

1,020

-



指定申出者名
登記簿上の
所有者名

指定申出面積
箇所
番号

仮換地
面積

登記簿面積
登記簿
地目

都市計画
決定面積

農地等の所在地

地区内農地等に対
する指定申出者以
外の者の権利の
種類及び氏名

指定申出者の
地区内農地
に対する
権利の種類

備 考

生 産 緑 地 地 区 内 農 地 等 一 覧 表

㎡ ㎡ ㎡

（ ㎡ ） （ ㎡ ） ㎡

㎡

㎡ ㎡ ㎡

（ ㎡ ） （ ㎡ ） ㎡

㎡ ㎡ ㎡

（ ㎡ ） （ ㎡ ） ㎡

㎡ ㎡ ㎡

（ ㎡ ） （ ㎡ ） ㎡

㎡

㎡

㎡ ㎡

( ㎡ ) ( ㎡ )

㎡

( ㎡ )

ha

( ha )

なし 追加指定申出
追　加

- -  藤沢市本鵠沼五丁目1104-3 畑 517 R R 所有権

R 所有権 なし 追加指定申出畑 126 R
630

640 643  藤沢市本鵠沼五丁目1104-2

Q Q 所有権 なし 藤沢市羽鳥四丁目645-1 畑 617

所有権 なし 追加指定申出

追　加所有権 なし 追加指定申出

追加指定申出

Q Q

Q Q

畑 13

畑 373

1,000 1,003

- -629

 藤沢市羽鳥四丁目637-20

 藤沢市羽鳥四丁目643-1

追加

総計
105.2

103.6

㎡19,560 19,555

総計
1,036,440

計

1,051,760

面積
の
変更

廃止

13,85113,820

4,180

13,75613,760

㎡ ㎡4,180

㎡

631
1,860 1,856  藤沢市藤が岡三丁目21-5 なし 追加指定申出畑 1,004 S

S 所有権

S 所有権

なし 追加指定申出
追　加

- -  藤沢市藤が岡三丁目21-6 畑 852 S

632

2,250 2,247  藤沢市湘南台一丁目28-9 畑 495 T T 所有権 なし 追加指定申出

追　加

 藤沢市湘南台一丁目28-12 畑 602 T T 所有権 なし 追加指定申出

- -  藤沢市湘南台一丁目28-10

 藤沢市湘南台一丁目28-11

畑

畑

573

577

T T

T T

追加指定申出

追加指定申出

所有権

所有権

なし

なし



加

加

加

変更

変更

加

大

小

止

止

大



加

加

加

加

加

加

加

加



加

加

加

加



議第３号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

藤沢都市計画ごみ処理場の変更（藤沢市決定） 
 

 

 

 

（ 1 号 藤 沢 粗 大 ご み 処 理 場 ） 
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藤沢都市計画ごみ処理場の変更(藤沢市決定) 
 
 
 
 
都市計画ごみ処理場中１号藤沢粗大ごみ処理場を1号藤沢市リサイクルセンターに名称を改め、次のよ

うに変更する。 
 

名  称 

番号 ごみ処理場名 
位   置 面 積 備 考 

１ 
藤沢市リサイクル 

センター 
藤沢市桐原町 約2.1ha 

処理能力 

132t/5h 

 
 
「区域は計画図表示のとおり」 
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理   由   書 
 
 
 
 藤沢粗大ごみ処理場は昭和５２年８月３１日、粗大ごみの処理処分体系を改善し、資源の再利用及び

埋立処分地の効率化と環境の保全を行うため都市計画決定し、これまでその機能を担ってきました。しか

し、竣工後 30 年を経て施設の老朽化が進むとともに、近年ごみ処理の広域化、容器包装リサイクル法の

施行など、廃棄物行政の施策に対応する施設整備が必要となっています。 
 このことにより、藤沢粗大ごみ処理場を隣接する資源化施設と統合し、藤沢市域の大型ごみ、不燃ごみ

の破砕選別資源化を行う施設のほか、容器包装プラスチックやペットボトルなどの資源を選別し、資源化

する施設の整備を行うこととなりました。 
これに伴い、都市施設の名称を藤沢市リサイクルセンターへ変更するとともに、区域を拡大し、面積を

約0.30haから約2.1haに変更するものです。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新 旧 対 照 表 
 
 
 

名    称  

番号 ごみ処理場名 
位 置 面 積 備 考 

新 １ 
藤沢市リサイクルセン

ター
藤沢市桐原町 約2.1ha 

処理能力 

132t/5h 

旧 １ 藤沢粗大ごみ処理場 藤沢市桐原町 約0.30ha 
処理能力 

75t/5h 
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都市計画を定める土地の区域 
 
 
 

追加する部分   なし 
 

削除する部分   なし 
 

変更する部分   藤沢市桐原町地内 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
経   緯   書 

 
 
 
 藤沢都市計画ごみ処理場 
 
   都市計画決定（変更）の経緯 
   昭和52年 8月31日 都市計画決定（市告第27号）   

平成 3年11月22日 都市計画変更（市告第170号） 
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